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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  長寿命化を図り、いわゆる額縁の領域を狭く
できる。
【解決手段】  周辺を除く中央部に表示部を有する液晶
表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置される
バックライトとからなる液晶表示装置において、前記バ
ックライトは少なくとも両端に電極を有する放電管を備
え、この電極は該放電管の管外に配置されているととも
に、該放電管の電極が配置される両端部は、前記液晶表
示パネルの周辺に重ねられて位置づけられ、かつ、該放
電管の中心軸に対して角度を有して屈曲されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  周辺を除く中央部に表示部を有する液晶
表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置される
バックライトとからなる液晶表示装置において、
前記バックライトは少なくとも両端に電極を有する放電
管を備え、この電極は該放電管の管外に配置されている
とともに、該放電管の電極が配置される両端部のうち少
なくとも一方は、前記液晶表示パネルの周辺に重ねられ
て位置づけられ、かつ、該放電管の中心軸に対して角度
を有して屈曲されていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】  周辺を除く中央部に表示部を有する液晶
表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置される
バックライトとからなる液晶表示装置において、
前記バックライトは少なくとも両端に電極を有する放電
管を備え、この電極は該放電管の管外に配置されている
とともに、該放電管の電極が配置される両端部のうち少
なくとも一方は、前記液晶表示パネルの周辺に重ねられ
て位置づけられ、かつ、前記液晶表示パネルと平行な平
面内で該放電管の中心軸に対して角度を有して屈曲され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  放電管の中心軸に対する前記角度は０°
より大きく９０°以下であることを特徴とする請求項
１、２のうちいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項４】  放電管の中心軸に対する前記角度は９０
°であることを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装
置。
【請求項５】  周辺を除く中央部に表示部を有する液晶
表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置される
バックライトとからなる液晶表示装置において、
前記バックライトは少なくとも両端に電極を有する放電
管を備え、この電極は該放電管の管外に配置されている
とともに、
該放電管の電極が配置される両端部のうち少なくとも一
方は放電管の中心軸に対して角度を有して屈曲された屈
曲部として構成され、この屈曲部のうち少なくとも電極
が形成された部分が前記液晶表示パネルの表示部の領域
内に重ねられていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】  放電管の電極が配置される両端部のうち
少なくとも一方の端部は放電管の中心軸に対して９０°
より大きく１８０°以下に屈曲されていることを特徴と
する請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】  放電管の電極が配置される両端部のうち
少なくとも一方の端部は放電管の中心軸に対して液晶表
示パネルと反対側に１８０°に屈曲されていることを特
徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項８】  周辺を除く中央部に表示部を有する液晶
表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置される
バックライトとからなる液晶表示装置において、
前記バックライトは、無終端の環状からなる放電管とこ*
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*の放電管の一部にて管外に配置された電極からなる光源
を備え、
前記電極は前記液晶表示パネルの表示部の外側の領域に
重ねて配置されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】  周辺を除く中央部に表示部を有する液晶
表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置される
バックライトとからなる液晶表示装置において、
前記バックライトは少なくとも両端に電極を有する放電
管を備え、この電極は該放電管の管外に配置されている
とともに、該放電管の電極が配置される両端部のうち少
なくとも一方は、前記液晶表示パネルの周辺に重ねられ
て位置づけられ、かつ、螺旋状に形成されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項１０】  周辺を除く中央部に表示部を有する液
晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置され
るバックライトとからなる液晶表示装置において、
前記バックライトは少なくとも両端に電極を有する放電
管を備え、この電極は該放電管の管外に配置されている
とともに、該放電管の電極が配置される両端部のうち少
なくとも一方は、前記液晶表示パネルの周辺に重ねられ
て位置づけられ、かつ、その内径が他の部分の内径より
大きく形成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に、液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背
面に配置されるバックライトとからなる液晶表示装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示パネルは、液晶を介して互いに
対向配置される透明基板を外囲器とし、該液晶の広がり
方向に多数の画素が形成されることによって構成されて
いる。この場合、各画素は、その液晶を透過する光の量
を制御する機能しか有さず、それ自体発光はしないこと
から、通常、液晶表示パネルの背面にはバックライトが
配置されている。そして、このバックライトは、液晶表
示パネル側の光照射を均一なものとするため、光源の他
に、拡散板、および反射板等をも備えて構成されてい
る。そして、前記光源としては、液晶表示パネルの一辺
の長さにほぼ等しい長さからなる冷陰極放電管（ＣＦ
Ｌ）が用いられ、その両端から突出して形成されている
各電極に電圧を印加することによって、発光体として機
能させていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな構成からなる液晶表示装置は、その寿命が光源の寿
命によって決定されるといっても過言ではないほど、該
光源の寿命が充分なものでなかった。すなわち、冷陰極
放電管は、その点灯中に、管内の電極物質がスパッタさ
れ、その電極物質が管壁に付着するようになる。この付
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着は管外からも黒い物質として認識できるものである。
そして、この管壁に付着された電極物質は管内の水銀と
合金化し（アマルガムを形成し）、該水銀の消費によっ
て、該冷陰極放電管の寿命に到ってしまうからである。
本発明は、このような事情に基づいてなされたものであ
り、その目的は、寿命を向上させることのできる液晶表
示装置を提供することにある。また、本発明の他の目的
は、いわゆる額縁と称される領域（液晶表示装置の外枠
の外周と表示領域の外周との間の領域）を狭くできる液
晶表示装置を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
以下のとおりである。本発明による液晶表示装置は、た
とえば、周辺を除く中央部に表示部を有する液晶表示パ
ネルと、この液晶表示パネルの背面に配置されるバック
ライトとからなる液晶表示装置において、前記バックラ
イトは少なくとも両端に電極を有する放電管を備え、こ
の電極は該放電管の管外に配置されているとともに、該
放電管の電極が配置される両端部は、前記液晶表示パネ
ルの周辺に重ねられて位置づけられ、かつ、該放電管の
中心軸に対して角度を有して屈曲されていることを特徴
とするものである。
【０００５】このように構成された液晶表示装置は、光
源としての放電管の電極が管外に配置されており、換言
すれば管内に形成されていないことから、この電極が原
因して管内の水銀が消費されることがなく、該光源の長
寿命化が図れるようになる。また、放電管の電極が配置
される両端部は、前記液晶表示パネルの表示部以外の領
域に重ねられて位置づけられ、かつ、該放電管の中心軸
に対して角度を有して屈曲されていることから、いわゆ
る額縁と称される領域を狭めることができるようにな
る。
【０００６】ここで、放電管の電極を管外に配置した構
成の場合、該電極の幅を管の軸方向に沿って大きくする
ことによって放電効果を高めることが確認されている。
このため、この電極の部分を屈曲させることなく液晶表
示パネルの表示部以外の領域に重ねて位置づけた場合、
いわゆる額縁と称される領域の占める幅が大きくなる
が、上述した構成となることによってこのような不都合
を解消することができる。また、逆に、額縁の領域の幅
を狭める必要がない場合において、放電管の電極が配置
されている両端部を屈曲させることによって、その部分
の長さを大きくすることができ、それにともない電極の
幅も大きくできることから放電管の放電効果を高めるこ
とができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施例を図面を用いて説明する。
実施例１．
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〔液晶表示装置の等価回路〕図１は、本発明による液晶
表示装置の一実施例を示す等価回路図である。同図は、
回路図ではあるが、実際の幾何学的配置に対応して描か
れている。この実施例では、広い視野角をもつものとし
て知られているいわゆる横電界方式を採用した液晶表示
装置に本発明を適用させている。
【０００８】まず、液晶表示パネル１があり、その液晶
表示パネル１は、液晶を介して互いに対向配置された透
明基板１Ａ、１Ｂを外囲器としている。この場合、一方
の透明基板（図中下側の基板：マトリックス基板１Ａ）
は他方の透明基板（図中上側の基板：カラーフィルタ基
板１Ｂ）に対して若干大きく形成され、図中下側と右側
の周辺端はほぼ面一に合わせて配置されている。この結
果、一方の透明基板１Ａの図中左側の周辺および図中上
側の周辺は他方の基透明板１Ｂに対して外方に延在され
るようになっている。後に詳述するが、この部分はゲー
ト駆動回路５およびドレイン駆動回路６が搭載される領
域となっている。
【０００９】各透明基板１Ａ、１Ｂの重畳する領域には
マトリックス状に配置された画素２が構成され、この画
素２は、図中ｘ方向に延在されｙ方向に並設される走査
信号線３とｙ方向に延在されｘ方向に並設される映像信
号線４とで囲まれる領域に形成され、少なくとも、一方
の走査信号線３から走査信号の供給によって駆動される
スイッチング素子ＴＦＴと、このスイッチング素子ＴＦ
Ｔを介して一方の映像信号線４から供給される映像信号
が印加される画素電極とが備えられている。ここでは、
上述したように、各画素２は、いわゆる横電界方式を採
用したもので、後に詳述するように、上記のスイッチン
グ素子ＴＦＴおよび画素電極の他に、対向電極および付
加容量素子が備えられるようになっている。
【００１０】そして、各走査信号線３はその一端（図中
左側の端部）が透明基板１Ｂ外にまで延在され、透明基
板１Ａに搭載されたゲート駆動回路（ＩＣ）５の出力端
子に接続されるようになっている。この場合、ゲート駆
動回路５は複数設けられているとともに、前記走査信号
線３は互いに隣接するもの同士でグループ化され、これ
ら各グループ化された走査信号線３が近接する各ゲート
駆動回路５にそれぞれ接続されるようになっている。ま
た、同様に、各映像信号線４はその一端（図中上側の端
部）が透明基板１Ｂ外にまで延在され、透明基板１Ａに
搭載されたドレイン駆動回路（ＩＣ）６の出力端子に接
続されるようになっている。この場合も、ドレイン駆動
回路６は複数設けられているとともに、前記映像信号線
４は互いに隣接するもの同士でグループ化され、これら
各グループ化された映像信号線４が近接する各ドレイン
駆動回路６にそれぞれ接続されるようになっている。
【００１１】一方、このようにゲート駆動回路５および
ドレイン駆動回路６が搭載された液晶表示パネル１に近
接して配置されるプリント基板１０（コントロール基板
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１０）があり、このプリント基板１０には電源回路１１
等の他に、前記ゲート駆動回路５およびドレイン駆動回
路６に入力信号を供給するためのコントロール回路１２
が搭載されている。そして、このコントロール回路１２
からの信号はフレキシブル配線基板（ゲート回路基板１
５、ドレイン回路基板１６Ａ、ドレイン回路基板１６
Ｂ）を介してゲート駆動回路５およびドレイン駆動回路
６に供給されるようになっている。
【００１２】すなわち、ゲート駆動回路５側には、これ
ら各ゲート駆動回路５の入力側の端子にそれぞれ対向し
て接続される端子を備えるフレキシブル配線基板（ゲー
ト回路基板１５）が配置されている。そのゲート回路基
板１５は、その一部が前記コントロール基板１０側に延
在されて形成され、その延在部において、該コントロー
ル基板１０と接続部１８を介して接続されている。コン
トロール基板１０に搭載されたコントロール回路１２か
らの出力信号は、該コントロール基板１０上の配線層、
前記接続部１８、さらにはゲート回路基板１５上の配線
層を介して各ゲート駆動回路５に入力されるようになっ
ている。
【００１３】また、ドレイン駆動回路６側には、これら
各ドレイン駆動回路６の入力側の端子にそれぞれ対向し
て接続される端子を備えるドレイン回路基板１６Ａ、１
６Ｂが配置されている。このドレイン回路基板１６Ａ、
１６Ｂは、その一部が前記コントロール基板１０側に延
在されて形成され、その延在部において、該コントロー
ル基板１０と接続部１９Ａ、１９Ｂを介して接続されて
いる。
【００１４】コントロール基板１０に搭載されたコント
ロール回路１２からの出力信号は、該コントロール基板
１０上の配線層、前記接続部１９Ａ、１９Ｂ、さらには
ドレイン回路基板１６Ａ、１６Ｂ上の配線層を介して各
ドイレン駆動回路１６Ａ、１６Ｂに入力されるようにな
っている。なお、ドレイン駆動回路６側のドレイン回路
基板１６Ａ、１６Ｂは、図示のように、２個に分割され
て設けられている。液晶表示パネル１の大型化にともな
って、たとえばドレイン回路基板の図中ｘ方向への長さ
の増大による熱膨張による弊害を防止する等のためであ
る。そして、コントロール基板１０上のコントロール回
路１２からの出力は、ドレイン回路基板１６Ａの接続部
１９Ａ、およびドレイン回路基板１６Ｂの接続部１９Ｂ
をそれぞれ介して、対応するドレイン駆動回路６に入力
されている。さらに、コントロール基板１０には、映像
信号源２２からケーブル２３によってインターフェース
基板２４を介して映像信号が供給され、該コントロール
基板１０に搭載されたコントロール回路１２に入力され
るようになっている。
【００１５】なお、この図では、液晶表示パネル１、ゲ
ート回路基板１５、ドイレン回路基板１６Ａ、１６Ｂ、
およびコントロール基板１０がほぼ同一平面内に位置づ
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けられるように描かれているが、実際には該コントロー
ル基板１０はゲート回路基板１５、ドイレン回路基板１
６Ａ、１６Ｂの部分で屈曲されて液晶表示パネル１に対
してほぼ直角になるように位置づけられるようになって
いる。いわゆる額縁の面積を小さくさせる趣旨からであ
る。ここで、額縁とは、液晶表示装置の外枠の輪郭と表
示部の輪郭の間の領域をいい、この領域を小さくするこ
とによって、外枠に対して表示部の面積を大きくできる
効果を得ることができる。
【００１６】〔液晶表示装置のモジュール〕図２は、本
発明による液晶表示装置のモジュールの一実施例を示す
分解斜視図である。同図の液晶表示装置は、大別して、
液晶表示パネルモジュール４００、バックライトユニッ
ト３００、樹脂枠体５００、中フレーム７００、上フレ
ーム８００等からなり、これらはモジュール化されたも
のとなっている。なお、この実施例では、前記樹脂枠体
５００の底面においてバックライトユニット３００の一
部を構成する反射板が形成され、それら樹脂枠体５００
とバックライトユニット３００との物理的な区別は困難
となるが、機能的には上述のように区別することができ
る。以下、これら各部材を順次説明する。
【００１７】〔液晶表示パネルモジュール〕この液晶表
示パネルモジュール４００は、液晶表示パネル１と、こ
の液晶表示パネル１の周辺に搭載された複数の半導体Ｉ
Ｃからなるゲート駆動ＩＣ５、ドレイン駆動ＩＣ６、お
よびこれら各駆動ＩＣの入力端子に接続されるフレキシ
ブルなゲート回路基板１５とドレイン回路基板１６（１
６Ａ、１６Ｂ）とから構成されている。すなわち、後に
詳述するコントロール基板１０からの出力はゲート回路
基板１５およびドレイン回路基板１６Ａ、１６Ｂを介し
て液晶表示パネル１００上のゲート駆動ＩＣ５、ドレイ
ン駆動ＩＣ６に入力され、これら各駆動ＩＣの出力は該
液晶表示パネル１の走査信号線２および映像信号線３に
入力されるようになっている。
【００１８】ここで、前記液晶表示パネル１は、上述し
たように、その表示領域部がマトリックス状に配置され
た多数の画素から構成され、このうちの一の画素の構成
は図３のようになっている。同図において、マトリック
ス基板１Ａの主表面に、ｘ方向に延在する走査信号線３
と対向電圧信号線５０とが形成されている。そして、こ
れら各信号線３、５０と後述のｙ方向に延在する映像信
号線２とで囲まれる領域が画素領域として形成されるこ
とになる。
【００１９】すなわち、この実施例では、走査信号線３
との間に対向電圧信号線５０が走行して形成され、その
対向電圧信号線５０を境にして±ｙ方向のそれぞれに画
素領域が形成されることになる。このようにすることに
よって、ｙ方向に並設される対向電圧信号線５０は従来
の約半分に減少させることができ、それによって閉めら
れていた領域を画素領域側に分担させることができ、該
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7
画素領域の面積を大きくすることができるようになる。
【００２０】各画素領域において、前記対向電圧信号線
５０にはそれと一体となってｙ方向に延在された対向電
極５０Ａがたとえば３本当間隔に形成されている。これ
ら各対向電極５０Ａは走査信号線３に接続されることな
く近接して延在され、このうち両脇の２本は映像信号線
３に隣接して配置され、残りの１本は中央に位置づけら
れている。さらに、このように走査信号線３、対向電圧
信号線５０、および対向電極５０Ａが形成された透明基
板１Ａの主表面には、これら走査信号線３等をも被って
たとえばシリコン窒化膜からなる絶縁膜が形成されてい
る。この絶縁膜は後述する映像信号線２に対しては走査
信号線３および対向電圧信号線５０との絶縁を図るため
の層間絶縁膜として、薄膜トランジスタＴＦＴに対して
はゲート絶縁膜として、蓄積容量Ｃｓｔｇに対しては誘
電体膜として機能するようになっている。
【００２１】この絶縁膜の表面には、まず、その薄膜ト
ランジスタＴＦＴの形成領域において半導体層５１が形
成されている。この半導体層５１はたとえばアモルファ
スＳｉからなり、走査信号線３上において後述する映像
信号線２に近接された部分に重畳されて形成されてい
る。これにより、走査信号線３の一部が薄膜トランジス
タＴＦＴのゲート電極を兼ねた構成となっている。そし
て、この絶縁膜の表面にはそのｙ方向に延在しかつｘ方
向に並設される映像信号線２が形成されている。この映
像信号線２は、薄膜トランジスタＴＦＴを構成する前記
半導体層５１の表面の一部にまで延在されて形成された
ドレイン電極２Ａが一体となって備えられている。
【００２２】さらに、画素領域における絶縁膜の表面に
は薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極５３Ａに接続さ
れた画素電極５３が形成されている。この画素電極５３
は前記対向電極５０Ａのそれぞれの中央をｙ方向に延在
して形成されている。すなわち、画素電極５３の一端は
前記薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極５３Ａを兼
ね、そのままｙ方向に延在され、さらに対向電圧信号線
５０上をｘ方向に延在された後に、ｙ方向に延在するコ
字形状となっている。ここで、画素電極５３の対向電圧
信号線５０に重畳される部分は、該対向電圧信号線５０
との間に前記絶縁膜を誘電体膜とする蓄積容量Ｃｓｔｇ
を構成している。この蓄積容量Ｃｓｔｇによってたとえ
ば薄膜トランジスタＴＦＴがオフした際に画素電極５３
に映像情報を長く蓄積させる効果を奏するようにしてい
る。
【００２３】なお、前述した薄膜トランジスタＴＦＴの
ドレイン電極２Ａとソース電極５３Ａとの界面に相当す
る半導体層５１の表面にはリン（Ｐ）がドープされて高
濃度層となっており、これにより前記各電極におけるオ
ーミックコンタクトを図っている。この場合、半導体層
５１の表面の全域には前記高濃度層が形成されており、
前記各電極を形成した後に、該電極をマスクとして該電
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極形成領域以外の高濃度層をエッチングするようにして
上記の構成とすることができる。そして、このように薄
膜トランジスタＴＦＴ、映像信号線２、画素電極５３、
および蓄積容量Ｃｓｔｇが形成された絶縁膜の上面には
たとえばシリコン窒化膜からなる保護膜が形成され、こ
の保護膜の上面には配向膜が形成されて、液晶表示パネ
ル１のいわゆる下側基板を構成している。
【００２４】なお、図示していないが、いわゆる上側基
板となる透明基板（カラーフィルタ基板）１Ｂの液晶側
の部分には、各画素領域に相当する部分に開口部を有す
るブラックマトリックス（図３の符号５４に相当する）
が形成されている。さらに、このブラックマトリックス
５４の画素領域に相当する部分に形成された開口部を被
ってカラーフィルタが形成されている。このカラーフィ
ルタはｘ方向に隣接する画素領域におけるそれとは異な
った色を備えるとともに、それぞれブラックマトリック
ス５４上において境界部を有するようになっている。ま
た、このようにブラックマトリックス、およびカラーフ
ィルタが形成された面には樹脂膜等からなる平坦膜が形
成され、この平坦膜の表面には配向膜が形成されてい
る。
【００２５】〔バックライト〕液晶表示パネルモジュー
ル４００の背面にはバックライトユニット３００が配置
されている。このバックライトユニット３００はいわゆ
る直下型と称されるもので、図４にその詳細を示すよう
に、図中ｘ方向に延在されｙ方向に並設される複数（図
では８本）の等間隔に配置された線状の光源３５と、こ
の光源３５からの光を前記液晶表示パネルモジュール４
００の側へ照射させるための反射板３６とから構成され
ている。
【００２６】この反射板３６は、たとえば光源３５の並
設方向（ｙ方向）に波状に形成されている。すなわち、
各光源３５が配置される個所において円弧状の凹部を有
し、各光源３５の間において若干先鋭な凸部を有する形
状をなし、各光源３５からの光の全てを前記液晶表示パ
ネルモジュールの側へ照射させるのに効率的な形状とな
っている。この場合、反射板３６は各光源３５の長手方
向と直交する辺に側面３７が設けられ、この側面３７に
形成されたスリット３８にそれぞれの光源３５の両端部
が嵌め込まれ、該光源３５の並設方向の移動が規制され
るようになっている。これら光源３５のそれぞれは、そ
の放電管３５ａの周囲にたとえば６個の電極が配置され
て構成され、これら各電極は該放電管３５ａの軸方向に
所定の間隔を隔てて配置されている。
【００２７】ここで、各電極はたとえばリング状をなす
アルミ箔から構成され、それら電極のリング内に放電管
３５ａが挿入されている構成となっている。この実施例
では、放電管３５ａに対する各電極の固定手段は存在し
ておらず、このため、各電極は放電管３５ａに対してそ
の軸方向へ若干の位置修正ができるようになっている。
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これによる効果は後に詳述する。各光源３５において、
それぞれ対応する電極どうしは導電線によって互いに接
続され、それらは接地され、あるいは電源が供給される
ようになっている。換言すれば各光源３５はそれぞれ並
列接続されて電源供給がなされるようになっている。
【００２８】図５は、一つの光源３５の詳細な構成を示
す斜視図であり、同図において、放電管３５ａのほぼ中
央部と両端のそれぞれに接地側電極３５ｄを備え、それ
らの間に高圧側電極３５ｃを備えている。ここで、放電
管３５ａの中央に位置づけられる接地側電極３５ｄは電
気的に分割された２つの電極からなり、それらは対応す
る電極どうしが導電線を介して接続され、さらに該導電
線どうしが接続されて接地されるようになっている。
【００２９】図６（ａ）は放電管３５ａの構成を示す断
面図で、同図（ｂ）は同図（ａ）のｂ－ｂ線における断
面図である。両端が閉塞された円筒形のガラス管３５ｐ
（たとえば、外径2.6mm、内径2.0mm、長さ390mm）の内
壁面に蛍光体３５ｑが塗布されているとともに、たとえ
ばガス圧６０ＴｏｒｒのＮｅ＋Ａｒ（５％）混合ガス、
および水銀が封入されたものとなっている。
【００３０】図５に示したように、このような構成から
なる光源３５において、たとえば高圧側電極３５ｃに数
ＭＨｚ（１．５ＭＨｚ以上）、８００Ｖｐ－ｐ程度の正
弦波の高周波電圧を印加することによって、放電管３５
ａ内に放電が生じ、これにより生じた紫外線が蛍光体３
５ｑに当たって可視光が発生するようになっている。こ
の場合の放電は、放電管３５ａの一端側から、接地側電
極３５ｄ（１）－高圧側電極３５ｃ（１）、高圧側電極
３５ｃ（１）－接地側電極３５ｄ（２）、接地側電極３
５ｄ（３）－高圧側電極３５ｃ（２）、高圧側電極３５
ｃ（２）－接地側電極３５ｄ（３）の間でなされるよう
になっている。この場合、放電管３５ａの両端には、高
圧側電極３５ｃではなく接地側電極３５ｄが配置され、
これにより、放電の効率化が図れるようになっている。
その理由は、仮に、放電管３５ａの両端に高圧側電極３
５ｃを配置させた場合、一方の側（接地側電極が隣接す
る側）の高周波電界のみ放電に寄与し、他方の側（放電
管の端部の側）の高周波電界は無駄になってしまうから
である。換言すれば、高電圧側電極３５ｃの両側に接地
側電極３５ｄを配置させることによってエネルギーの無
駄を回避でき、これによって、放電管３５ａの両端には
それぞれ接地側電極３５ｄが必然的に配置される構成と
なる。
【００３１】また、上述したように、放電管３５ａの中
央部に配置される接地側電極３５ｄは、電気的に分離さ
れた二つの電極３５ｄ（２）、３５ｄ（３）から構成さ
れている。この理由は、仮に、電気的に分離されること
なく一つの電極で接地側電極３５ｄを構成した場合に、
隣接して配置される各高圧側電極３５ｃ（１）、３５ｃ
（２）のうちいずれか一方の高圧側電極との間でのみ強
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く放電をおこしてしまう現象がみられるからである。こ
のことから、各高圧側電極の間に配置された接地側電極
はそれぞれの側の高圧側電極と対になるよう分割させて
構成することにより、放電の均一化を図ることができる
ようになる。
【００３２】図７は、このように構成された光源３５の
その軸方向における照度分布を示したデータである。こ
こでは、３９０ｍｍの長さの放電管に対して、電極の配
置を図５とした場合を例にとって示す。同図（ａ）は８
００Ｖｐ－ｐの場合、同図（ａ）は９００Ｖｐ－ｐの場
合、同図（ａ）は１０００Ｖｐ－ｐの場合、を示してい
る。これらのグラフから明らかなように、電極部の近傍
を除いてはほぼ均一な輝度が得られていることが判明す
る。
【００３３】図８（ａ）は、前記バックライトユニット
３００を液晶表示ユニット４００側から観察した場合の
平面図である。また、同図（ａ）のｂ－ｂ線における断
面図を同図（ｂ）に示している。バックライトユニット
３００の少なくとも液晶表示ユニット４００と対向する
領域において、そのｘ方向に線状に延在する光源３５が
ｙ方向にほぼ等間隔に８本並設され、各光源３５からの
光が直接、あるいは反射板３６に反射されて該液晶表示
ユニット４００側へ照射されることによって、面光源と
しての機能を有するように構成されている。この場合、
隣接する各光源３５の間の領域、および各光源３５の電
極が形成されている領域において、光照射の不均一化が
憂えられるが、この不都合は該バックライトユニット３
００と液晶表示ユニット４００との間に介在させて配置
される拡散板６０によって充分解消できるようになって
いる。この場合、拡散板６０は、必ずしも拡散板と称さ
れるものに限定されることはない。要は、該バックライ
トから液晶表示パネルへの光の照度を均一にする手段で
あれば何でもよい。
【００３４】図９は、図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示
した各例で拡散板６０を介した場合の平均輝度を電源の
周波数との関係で示したものである。このグラフから明
らかなように、周波数を増大させることによって輝度が
向上することがわかる。以上、このように構成したバッ
クライトユニット３００によれば、その光源３５におい
て、その電極が放電管の管外の周辺に配置されおり、換
言すれば管内に形成されていないことから、この電極が
原因して管内の水銀が消費されることがなくなる。この
ため、該光源３５の長寿命化が図れるようになり、ひい
ては液晶表示装置の寿命の向上が図れるようになる。ま
た、上述したように、各光源３５の接地側電極３５ｄ、
高圧側電極３５ｃは放電管３５ａに対してその軸方向に
移動できるようになっていることから、それを若干移動
することによって各光源３５の高圧側電極３５ｃと接地
側電極３５ｄとの間の輝度を均一化する調整ができ、ひ
いては、面照度の均一なバックライトユニット３００を
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得ることができるようになる。
【００３５】〔樹脂枠体〕この樹脂枠体５００はモジュ
ール化された液晶表示装置の外枠の一部を構成するもの
で、前記バックライトユニット３００を収納するように
なっている。ここで、この樹脂枠体５００は底面と側面
とを有する箱型をなし、その側面の上端面はバックライ
トユニット３００を覆って配置される拡散板（図示せ
ず）を載置できるようになっている。この拡散板はバッ
クライトユニット３００の各光源３５からの光を拡散さ
せる機能を有し、これにより、液晶表示パネルモジュー
ル４００の側に明るさの偏りのない均一な光を照射させ
ることができるようになっている。この場合、樹脂枠体
５００はその肉厚が比較的小さく形成されている。それ
による機械的強度の減少は後述する中フレーム７００に
よって補強することができるようになっているからであ
る。なお、この樹脂枠体５００の背面には光源３５に高
周波電圧を供給するための高周波電源基板（たとえばＡ
Ｃ／ＡＣインバータ）４０が取り付けられるようになっ
ている。この高周波電源基板４０からの結線は各光源３
５の高圧側電極および接地側電極に接続されるようにな
っている。
【００３６】図１０は、樹脂枠体５００をその裏面、す
なわちバックライトユニット３００が配置される側と反
対側の面から見た図である。同図から明らかなように、
該樹脂枠体５００は、そのｘ方向に平行な各辺がその各
辺に沿って突出した突起部５００Ａが形成されている。
すなわち、前記樹脂枠体５００は、液晶表示装置の観察
側から見た外形の相い対する一対の各辺（ｘ方向に平行
な各辺）が背面側に延在する側面部５００Ｂを備えるよ
うにして形成されている。このように構成した理由は、
樹脂枠体５００のその対角線上における逆向きの回転力
による捻じれに対して強度を持たせる効果をも奏する
が、この樹脂枠体５００と後述の中フレーム７００との
組合せで構成される筐体の強度を充分なものとすること
による。
【００３７】また、樹脂枠体５００の突起部５００Ａの
高さは、後述の説明で明らかになるように高周波電源基
板４０の高さよりも高く形成し、これにより比較的大き
なものとなる。側面部５００Ｂには、前述したように、
それと対向して（実際には、中フレーム７００を介し
て）コントロール基板１０が近接して配置されるように
なっている。このため、回路構成が複雑になっているコ
ントロール基板１０を大きなものとして構成できる効果
を奏する。また、この場合のコントロール基板１０は、
液晶表示パネルモジュール４００側との間に中フレーム
７００が存在していることから、電磁波に対するシール
ド機能を有する効果も奏する。なお、この実施例では、
前記突起部５００Ａはｘ方向に平行な各辺に設けたもの
であるが、これに限定されることはなく、ｙ方向に平行
な各辺に設けるようにしても同様の効果を奏することは
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いうまでもない。
【００３８】〔高周波電源基板〕図１１は、前記樹脂枠
体５００の裏面に配置された高周波電源基板４０を示す
図である。この高周波電源基板４０には、前記バックラ
イトユニット３００の光源３５の数（この実施例では８
本）に応じたトランス７１が搭載されている。しかし、
このトランス７１は必ずしも光源３５の数に対応させて
配置させる必要のないものである。２本を一組として一
個のトランス、４本を一組として一個のトランス、ある
いは８本を一組として一個のトランスですませるように
してもよいことはいうまでもない。また、この高周波電
源基板４０は樹脂枠体５００の裏面に取り付けた金属か
らなるシールド板７２を介して配置されるようになって
いるが、このシールド板７２の一部（高周波電源基板４
０のほぼ搭載部分）には開口７２Ａが設けられている。
前記トランス７１によってシールド板７２にうず電流が
発生してしまうのを回避するためである。また、この高
周波電源基板４０は配線層が形成され、それ自体シール
ド機能を有するからである。そして、このように取り付
けられたＤＣ／ＡＣインバータ基板４０は、その搭載部
品をも含めて、前記樹脂枠体５００の突起部５００Ａか
ら突出しない程度の高さとなっている。換言すれば、樹
脂枠体５００の突起部５００Ａは、搭載部品を含む高周
波電源基板４０が突出しない程度に充分に高く設定され
ている。
【００３９】〔中フレーム〕前記液晶表示パネルモジュ
ール４００と拡散板（図示しない）との間には中フレー
ム７００が配置されるようになっている。この中フレー
ム７００は液晶表示パネルモジュール４００の表示領域
部に相当する部分に開口４２が形成された比較的肉厚の
薄い金属板から構成されている。そして、この中フレー
ム７００は前記拡散板を樹脂枠体５００に押さえつける
機能と液晶表示パネルモジュール４００を載置させる機
能を備えている。このため、液晶表示パネルモジュール
４００が載置される中フレーム７００の上面の一部には
該液晶表示パネル１００を位置決めするためのスペーサ
４４が取り付けられている。これにより、液晶表示パネ
ル１００は中フレーム７００に対して正確な位置決めが
できるようになっている。
【００４０】そして、この中フレーム７００には側面４
６が一体的に形成された形状をなし、換言すれば、ほぼ
箱型をなす金属板の底面に前記開口４２が形成された形
状をなしている。このような形状の中フレーム７００
は、拡散板を間に配置させた状態で、前記樹脂枠体５０
０に嵌め合わされるようになっている。換言すれば、樹
脂枠体５００に対して中フレーム７００はその側面４６
の内壁が前記樹脂枠体５００の側面の外壁と対向するよ
うに積載されるようになっている。このように構成され
る金属板の中フレーム７００は、樹脂枠体５００ととも
に一つの枠体（筐体）を構成することになり、樹脂枠体
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５００の肉厚を大きくすることなく、その機械的強度を
向上させることができるようになる。すなわち、中フレ
ーム７００および樹脂枠体５００のそれぞれは、その機
械的強度が充分でなくても、それらが上述したように嵌
め合わされることによって、機械的強度が向上し、とく
に、箱体の対角線の周りの捻じれに対して強度を有する
ようになる。
【００４１】また、樹脂枠体５００に形成した上記突起
部５００Ａも箱体の対角線の周りの捻じれに対して強度
を増強させている。このため、液晶表示装置のモジュー
ルにおけるいわゆる額縁を大きくしないで充分な強度を
確保できる効果を奏する。また、中フレーム７００それ
自体でも、側面を有しないほぼ平面的なものと比較する
と、機械的強度が大きくなり、モジュールの組立ての前
段階における取扱いが容易になるという効果を奏する。
【００４２】なお、この実施例では、中フレーム７００
の側面４６の一部にコントロール基板１０とＤＣ／ＤＣ
コンバータ基板１１とが互いに対向して配置されるよう
になっている。換言すれば、液晶表示パネルモジュール
４００に対して垂直に配置され、これにより額縁の縮小
化を図っている。この場合、コントロール基板１０は、
液晶表示パネルモジュール４００に取り付けられたフレ
キシブルなゲート回路基板１５およびドレイン回路基板
１６Ａ、１６Ｂとそれぞれ接続部１８、１９Ａ、１９Ｂ
を介して接続され、該ドレイン基板３１を屈曲させるこ
とによって上述した配置になっている。なお、このよう
にすることによって、コントロール基板１０から発生す
る電磁波の他の部材への影響を前記中フレーム７００の
側面４６によって回避できるようになることは上述した
とおりである。
【００４３】上述した実施例では、中フレーム７００の
形状として箱型のものを説明したものであるが、完全な
箱型である必要はなく、少なくとも一辺に側面が形成さ
れたものであってもよい。このような中フレーム７００
は平面的なものでなく、屈曲部を有するものであり、そ
れによって機械的強度が向上する構造となっているから
である。
【００４４】〔上フレーム〕この上フレーム８００は、
液晶表示パネルモジュール４００、中フレーム７００、
および拡散板を樹脂枠体５００の側に押さえる機能を有
するとともに、該樹脂枠体５００とともに液晶表示装置
のモジュールの外枠を構成するようになっている。この
上フレーム８００はほぼ箱型の形状をなす金属板に液晶
表示パネルモジュール４００の表示領域部に相当する部
分に開口（表示窓）４８が形成され、前記樹脂枠体５０
０にたとえば係止されて取り付けられるようになってい
る。また、この上フレーム８００はシールド材としての
機能をも有している。
【００４５】〔上記部品の組立体〕図１２は、図２に示
す各部品の組立体を示す図で、その中央は上フレーム８
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００側から観た平面図、左右上下の各図はその方向から
見た側面図を示している。ここで、図中左右の各図か
ら、樹脂枠体５００の裏面に配置された高周波電源基板
４０は上フレーム８００の側面から突出することなく
（換言すれば、観察できない状態で）配置されているこ
とが判明する。また、図中左右の各図から、樹脂枠体５
００は、その突起部５００Ａによって断面がコ字状をな
す形状となっていることが判明する。このような形状か
らなる樹脂枠体５００は、その対角線上の逆向きの回転
力による捻じれに対する対抗力が大きいことは上述した
とおりである。
【００４６】実施例２．図１３は、たとえば実施例１の
構成をもとに改良がなされた本発明による液晶表示装置
の他の実施例を示す断面図である。同図は、液晶表示装
置の組立体をｙ方向（光源３５の長手方向に直交する方
向）に沿って断面した図で、図８（ｂ）に対応した図と
なっている。実施例１と異なる構成は、バックライトユ
ニット３００の液晶表示パネルユニット４００側におい
て、該バックライトユニット３００を覆うようにして拡
散板５０が配置され、さらに、その拡散板５０の液晶表
示パネルユニット４００側に電磁シールド板５１が配置
されている。この電磁シールド板５１は、バックライト
ユニット３００の光源３５から発生する電磁波を遮蔽す
るためのシールド板で、たとえば透明導電シートあるい
は金属メッシュから構成されている。このように構成す
ることによって、高周波電圧によって駆動される光源３
５のもたらす不都合を回避できるようになっている。
【００４７】なお、この場合、バックライトユニット３
００の反射板３６を特に金属材料で構成し、これを前記
光源３５に対する電磁シールド板５１としての機能をも
たせるようにしてもよいことはもちろんである。また、
この実施例では、電磁シールド板５１の液晶表示パネル
ユニット４００側においても、さらに拡散板５２が配置
され、前記拡散板５０とともに、バックライトユニット
３００から液晶表示パネルユニット４００への光照射の
均一化を図った構造となっている。
【００４８】上述したように、前記光源３５はその長手
方向に複数の電極が配置され、それら電極の部分におい
ては光照射がなされず、さらに、各光源３５の対応する
電極を接続する配線が存在することから、このことが光
の照射の均一性を若干阻害する要因となるからである。
そして、同図において、樹脂枠体５００を金属材料で構
成し、かつ、これに電磁シールド板５１を直接接触する
ようにして配置させることにより、光源３５を完全にシ
ールド化させることができるようになる。同様の趣旨か
ら、反射板３６を金属材料で構成し、かつ、この反射板
３６に電磁シールド板５１を直接接触するようにして配
置させるようにしてもよい。
【００４９】実施例３．図１４は、上述した各実施例に
おいて、各光源３５の変形例を示した構成図である。同
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図（ａ）は、上述した各実施例の各光源３５と同様のも
のを示したもので、その電極はリング状をなし、この電
極に放電管が挿入されているようにして構成されている
ものである。なお、同図（ａ）のａ’－ａ’線における
断面図を同図（ａ’）に示している。これに対して、同
図（ｂ）は、前記電極は放電管の周方向の一部にのみ形
成されているものである。このようにしても同様に光源
３５として機能できることからこのように構成してもよ
い。なお、同図（ｂ）のｂ’－ｂ’線における断面図を
同図（ｂ’）に示している。また、同図（ｃ）は、電極
がリング状をなしているのは、同図（ａ）の場合と同様
であるが、放電管との間に隙間が設けられて形成されて
いるものである。このようにしても同様に光源３５とし
て機能できることからこのように構成してもよい。な
お、同図（ｃ）のｃ’－ｃ’線における断面図を同図
（ｃ’）に示している。
【００５０】実施例４．次に、図１５は、本発明による
液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、特に、バッ
クライトユニット３００における平面図（ａ）および側
面図（ｂ）を示している。この図１５では、バックライ
トユニット３００に具備される各放電管３５ａにおい
て、その両端のぞれぞれに配置されている電極３５ｄ
（１）、３５ｄ（３）の部分をそれぞれ屈曲させている
ことにある。さらに詳述すれば、各放電管３５ａの両端
の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）が形成されている部
分を該放電管３５ａの中心軸（あるいは延在方向）に対
して９０°の方向に屈曲させ、その屈曲された方向が全
てたとえば図中上側の方向へ一致づけられている。
【００５１】なお、上述したように各放電管３５ａには
その両端のみならず各両端の間の部分においても電極を
配置させた構成となっているが、図１５ではそれらの電
極は省略し両端に配置された電極３５ｄ（１）、３５ｄ
（３）のみを示している。しかし、各放電管３５ａの両
端のみに電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）が配置された
構成のものであっても適用できることはいうまでもな
い。このように構成した放電管３５ａはたとえ該放電管
の一部に屈曲部が形成されていてもその屈曲部によって
発光に不都合が生じることなく、上述した各実施例に示
した各放電管３５ａと同様に充分な発光がなされるよう
になっている。そして、本実施例では、各放電管３５ａ
のうちそれぞれの両端の屈曲された部分を除く他の部分
で占められる領域を有効発光領域としている。すなわ
ち、液晶表示パネルモジュール４００の周辺を除く表示
部（有効表示領域：各画素の集合体の外輪郭に対応す
る）が前記有効発光領域と一致するようにして配置する*
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*ようになっており、これにより、各放電管３５ａの両端
の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）はそれぞれ前記液晶
表示パネルモジュール４００の表示部の外方領域に位置
づけられるようになっている。
【００５２】図１６は、このようにして配置される放電
管３５ａと液晶表示パネルモジュール４００との位置関
係を示した構成図である。同図は、その（ａ）において
平面図を、（ｂ）において左側面図を、（ｃ）において
下側面図を示している。液晶表示パネルモジュール４０
０の表示部の輪郭と上フレーム８００の外周の輪郭との
間の領域Ｑは、前記各放電管３５ａの電極が配置されて
いる両端部が位置づけられこの両端部は該各放電管３５
ａの軸方向に対して屈曲されていることから、該領域の
間隔は少なくとも前記両端部の長さ以下に抑えることが
できるようになる。そして、この実施例の場合、各放電
管３５ａの両端部の屈曲方向は液晶表示パネルモジュー
ル４００と平行な面内に含まれるようにしてなされてい
ることから、液晶表示装置の奥行き方向の厚さを大きく
する必要がないという効果も奏するようになる。このこ
とから、液晶表示装置の奥行き方向の厚さを大きくする
こともなくその額縁（図面中Ｑに示す領域）の占める面
積を小さくできるようになる。特に、この種の放電管３
５ａに具備される各電極はその幅を大きくすることによ
って発光の効率が向上することが確かめられている。
【００５３】図１７は、電極幅と放電管３５ａに流れる
ランプ電流との関係を示したグラフである。同図におい
て、電極幅をたとえば１０ｍｍ、２０ｍｍ、４０ｍｍに
した場合の印加電圧（Ｖｒｍｓ）に対するランプ電流
（ｍＡｒｍｓ）を示すもので、電極幅が大きいほど、同
じ印加電圧であっても大きなランプ電流が流れることが
判る。
【００５４】また、図１８に示すように、たとえ放電管
の長さ（同図では、１００ｍｍ、２００ｍｍ、３００ｍ
ｍを示している）に拘りなく、電極の幅を大きくすれば
ランプ電流が大きくなることも判る。
【００５５】さらに、上述した各放電管３５ａは、電圧
を印加して放電を起こした場合に図１９に示すような等
価回路で表すことができ、図中Ｒは放電部の陽光柱の抵
抗を示し、Ｃｄは陽光柱と電極とに挾まれたガラス（誘
電体）の静電容量を示している。この場合、ランプ電流
IIは、印加電圧をＶｌとした場合、次式（１）のように
なる。
【００５６】
【数１】

【００５７】この式（１）から明らかなように、より小
さな印加電圧でより大きな電流を投入するためには、電

極部のＣｄの値を大きくすればよく、具体的には電極の
幅を大きくしたりあるいは該電極の放電管との対向面積
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を大きくすればよいことになる。したがって、該電極３
５ｄ（１）、３５ｄ（３）の幅を大きくし、この電極の
部分を屈曲させることなく液晶表示パネルモジュール４
００の表示部以外の領域に重ねて位置づけた場合、いわ
ゆる額縁と称される領域の占める幅が極めて大きくなっ
てしまうが、上述した構成とすることによって、該幅を
大幅に狭めることができるようになる。また、逆に、額
縁の領域の幅を狭める必要がない場合において、放電管
の電極が配置されている両端部を屈曲させることによっ
て、その部分の長さを大きくすることができ、それにと
もない電極の幅も大きくできることから放電管の発光効
率を大幅に高めることができるようになる。
【００５８】実施例５．図２０は、本発明による液晶表
示装置の他の実施例を示す図で、図１５に対応した図面
となっている。同図に示す各放電管３５ａはその一端側
の電極３５ｄ（３）が図面中上側に指向するようにして
屈曲され他端側の電極３５ｄ（１）が図面中下側に指向
するようにして屈曲されている。この場合にあっても同
様の効果が得られることはいうまでもない。
【００５９】実施例６．図２１は、本発明による液晶表
示装置の他の実施例を示す図で、図２０に対応した図面
となっている。同図に示す各放電管３５ａは迂回部を有
するＵ字形状となっており、一つの放電管によって実質
的に二本の放電管を配置させたのと同様の効果を有する
ようになっている。該放電管３５ａの両端に配置される
各電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）は一方の側に近接し
て位置づけられ、前記迂回部は他方の側に位置づけられ
るようになっている。このため、各電極３５ｄ（１）、
３５ｄ（３）は表示部の周辺（額縁）の一方の側に重ね
られるようにして配置され、該迂回部は表示部の周辺の
他方の側に重ねられるようにして配置されている。な
お、この迂回部はそこに電極が配置されていなければ表
示部の周辺に重ねられることなく、表示部内に配置され
てもよいことはもちろんである。この場合、前記各電極
３５ｄ（１）、３５ｄ（３）は図面中上側あるいは下側
に指向するように屈曲され、これによって、表示部の周
辺の幅を狭め、いわゆる額縁（図面中Ｑで示している）
の占有する面積を小さくすることができるようになって
いる。
【００６０】実施例７．図２２は本発明による液晶表示
装置の他の実施例を示す図で、図２１に対応した図面と
なっている。図２１の場合と同様に、迂回部を有するＵ
字形状の放電管３５ａを用いているが、この放電管３５
ａはその管の全長が約半分となっている。そして、バッ
クライトユニット３００内においてその左半分の領域、
右半分の領域にそれぞれ放電管が配置されている。この
場合、各放電管３５ａはその迂回部をバックライトユニ
ットの中央に位置づけ、電極３５ｄ（１）、３５ｄ
（３）を表示部の周辺に位置づけられるようになってい
る。そして、各電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）は図面
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中下側（あるいは上側）に指向するように屈曲され、こ
れによって、表示部の周辺の幅を狭め、いわゆる額縁
（図中Ｑに示す領域）の占有する面積を小さくすること
ができるようになっている。また、この場合、各電極の
屈曲部の指向する方向としては、図２３に示すように、
バックライトユニットの底板側であっても同様の効果を
奏することはいうまでもない。この場合、表示部の領域
内に位置づけられる放電管３５ａの電極配置部は発光し
ない部分となることから、この部分はバックライトユニ
ットの底板の方向へ１８０°屈曲させるようにして同じ
放電管の発光する部分の陰になるように考慮したものと
なっている。
【００６１】実施例８．図２４は本発明による液晶表示
装置の他の実施例を示す図で、図２１と対応した図とな
っている。同図における各放電管３５ａは矩形の環状体
として構成され、その両端に相当する部分にそれぞれ電
極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）が配置されている。二本
の放電管を一体的に形成したと同様であり、しかも、こ
の場合電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）の配置部分が他
の部分に対して屈曲された部分となることから、この部
分を表示部の周辺（非表示部）と重ね合わされるように
して位置づけることによって額縁（図中Ｑに示す領域）
の占有する面積を狭めることができる。図２５は、さら
に改良された構成であり、各放電管を全て一体的に形成
したものである。
【００６２】実施例９．図２６は本発明による液晶表示
装置の他の実施例を示す図で、図２１に対応した図面と
なっている。図２１の場合と異なるのは、電極の配置部
分の個々の屈曲の指向方向は特に限定されることはな
く、自由に定めることができることを示している。この
ことから、図２７に示すように、一部においてバックラ
イトユニットの底板の方向に指向させてもよい。また、
図２８においても同様の趣旨から示された構成となって
いる。
【００６３】実施例１０．上述した実施例では、電極の
配置部分の屈曲の指向方向は９０°あるいは１８０°と
したものである。しかし、０°と１８０°の範囲内であ
っても同様の効果が得られることはいうまでもない。た
とえば図２９は、電極の配置部分の屈曲の指向方向を放
電管３５ａの軸方向（延在方向）に対して約４５°とし
た実施例を示し、この場合にあっても全く屈曲させない
場合と比較して額縁（図中Ｑに示す領域）の幅を狭くで
きることが明らかとなる。
【００６４】実施例１１．図３０は、本発明による液晶
表示装置の他の実施例を示す図である。同図は電極３５
ｄ（１）、３５ｄ（３）の配置部分の放電管３５ａを螺
旋状とするとともに該電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）
も該放電管３５ａに合わせてたとえば螺旋管としている
ところが他の実施例と異なっている。このようにした場
合、放電管３５ａの両端に形成する電極３５ｄ（１）、



(11) 特開２００２－７２２０５

10

20

30

40

50

19
３５ｄ（３）の長さ（放電管の軸方向に沿った長さ）を
大幅に大きくできるともに、その部分を螺旋状とするこ
とによってそれが占める幅を大幅に小さくすることがで
きるようになる。
【００６５】実施例１２．上述した各実施例は、そのバ
ックライトユニットがいわゆる直下型と称され、液晶表
示パネルの背面に複数の光源３５を配置する構成のもの
について説明したものである。しかし、前記バックライ
トは導光板を備えるようなものであってもよいことはも
ちろんである。すなわち、液晶表示パネルモジュール４
００に少なくともその表示部にて対向配置させた導光板
と、この導光板の少なくとも一側面側に配置された線状
の光源とを有し、該光源からの光を導光板の内部に導い
た後、前記液晶表示パネルに対向する面から照射させる
構成のものであってもよい。
【００６６】この場合、光源としては図５に示した放電
管３５ａを用い、さらに図３１に示すように、その両端
の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）の配置部分を屈曲さ
せ、それぞれの屈曲部を前記導光板ＩＬの一側面（放電
管３５ａが配置される側の面）と直交する他の各側面に
平行かつ近接して配置させるようにしている。このよう
な構成とすることによって、導光板ＩＬの一側面側に配
置された放電管３５ａはその両端部の前記電極（光が照
射されない部分）を該一側面の外方に位置づけさせるこ
とができるので、より多くの光を導光板の内部に導くこ
とができるようになる。そして、放電管３５ａの両端部
の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）はその部分で屈曲さ
れていることから、該電極部を放電管３５ａの延在方向
に沿ってそのまま延在させた場合と比較して、導光板Ｉ
Ｌの前記放電管３５ａと直交する辺側の額縁（図中Ｑに
示す領域）の幅を狭めることができる効果を奏する。こ
の実施例の場合、放電管３５ａの延在方向に対して両端
の電極部を９０°に屈曲させていることから、導光板Ｉ
Ｌの前記放電管３５ａと直交する辺側の額縁の幅は該電
極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）の径にほぼ等しい値とす
ることもできる。
【００６７】実施例１３．図３２は、本発明による液晶
表示装置の他の実施例を示す図で、図３１に対応した図
面になっている。この場合において放電管３５ａの両端
の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）の配置部が屈曲され
ていることは図３１の場合と変わらないが、導光板ＩＬ
の反対側において１８０°の角度で屈曲されている。同
図から明らかとなるように、放電管３５ａの両端の電極
３５ｄ（１）、３５ｄ（３）の配置部は導光板ＩＬの一
側面側に対向するようになるが、これら電極が配置され
ていない部分での放電管の陰になることから、特にこれ
が不都合となることはない。
【００６８】実施例１４．図３３は、本発明による液晶
表示装置の他の実施例を示す図で、図３２に対応した図
面になっている。図３２と異なる構成は、放電管の両端
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の電極の配置部が導光板ＩＬの背面側（バックライトユ
ニット３００の底板側）の方向に１８０°の角度で屈曲
されていることにある。
【００６９】実施例１５．上述した各実施例では、放電
管３５ａはその中心部から各両端部にかけて径が同じ円
筒形状のものであり、該両端の電極３５ｄ（１）、３５
ｄ（３）が配置された部分を屈曲させた構造としたもの
である。このようにした場合、該電極の配置された部分
のスペースをあまり大きくとることなく、該電極の長さ
（放電管の軸方向の長さ）を大きくでき、発光の効率を
向上させることができる。
【００７０】しかし、図３４に示すように、放電管３５
ａにおいて両端部の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）を
配置させる部分の径ｒを他の部分の径よりも大きくする
（放電管の肉厚の厚さを変えることなく）ことによって
も、発光の効率を向上させることができるようになる。
この場合、該電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）のガラス
管との対向面積を大きくして静電容量を大きくできるか
らである。このため、放電管３５ａの両端部の電極３５
ｄ（１）、３５ｄ（３）を配置させる部分の径を充分に
大きくすることによって、該電極３５ｄ（１）、３５ｄ
（３）の長さ（放電管の軸方向の長さ）を小さくできる
ことになる。
【００７１】このことは、図３５に示すように、放電管
３５ａの両端部の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）を配
置させる部分を表示領域の外側に位置づけることによっ
て、いわゆる額縁（図中Ｑに示す領域）の占める面積を
小さくできるようになる。なお、同図に示した実施例は
いわゆる直下型のバックライトユニット３００に適用し
たものであるが、導光板ＩＬを用いたバックライトユニ
ットにも適用できることはいうまでもない。また、この
ことは以下に説明する実施例においても同様となる。
【００７２】また、図３６は、図３５と対応する図面
で、放電管３５ａの両端部の電極３５ｄ（１）、３５ｄ
（３）は該放電管３５ａの端面にまで到って形成された
形状となっている。換言すれば、該電極は放電管３５ａ
の端面を包み込むようにして形成され、電極の放電管に
対する対向面積を大きくするようにしている。このよう
にした場合、さらに該電極の長さ（放電管の軸方向の長
さ）を小さく構成できる。
【００７３】実施例１６．図３７、図３８は、上記実施
例１５のさらなる改良を示した図で、それぞれ図３５、
図３６に対応した図となっている。この場合、放電管３
５ａの両端部の電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）が配置
されている部分は立方体状となっており、その一辺の長
さは放電管３５ａの他の部分の径よりも大きく形成され
ている。なお、この部分の詳細な構成は図３９（ａ）に
示している。このようにした場合も、上記実施例１５と
同様な効果を奏するようになる。なお、このような形状
の放電管は、たとえば図３９（ｂ）に示すように、放電
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管３５ａの両端部に相当する部分と他の部分とを独立に
形成し、その後にそれらを溶着させることによって容易
に形成することができる。
【００７４】実施例１７．図４０は、上記実施例１５、
および１６のさらなる改良を示した図で、特に放電管３
５ａの電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）が配置された両
端部（図では一端部）の断面を示した図面である。放電
管３５ａの外径は軸方向に沿って均一となっているが、
内径は電極が配置された両端部において他の部分よりも
大きくなっている。換言すれば、放電管の管厚は両端部
の電極が配置された部分において博肉化されている。こ
のような場合でも、上記実施例１５、および１６と同様
の効果を奏するようになる。なお、実施例１５から１７
に示す実施例は、電極の部分を屈曲させる構成に適用さ
せることによって、さらなる効果を奏することはいうま
でもない。
【００７５】実施例１８．図４１はバックライトユニッ
ト３００の有効発光領域に少なくとも一つの放電管３５
ａがその電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）をも含んで配
置されている構成を示したものである。換言すれば、該
電極３５ｄ（１）、３５ｄ（３）のうち一方の電極が額
縁（図中Ｑに示す領域）と重ね合わされて位置づけられ
た他の放電管３５ａが存在している。この場合、各電極
の幾つかは有効発光領域内に位置づけられることになる
が、少なくともこれらの電極に関してはバックライトユ
ニットの底板側に１８０°屈曲させることによって、有
効発光領域内に配置される電極による不都合を解消して
いる。また、短い放電管をその軸方向に複数配置するこ
とで、更なる大画面にも対応できる効果も有する。この
場合、個々の放電管が短いので、放電開始電圧および放
電電圧を低く抑えられる。たとえば現状では１８インチ
以下であれば放電管をその軸方向に一本配置させるだけ
で、その方向の表示領域を充分にカバーできるが、１８
インチを超える大画面の場合、該放電管をその軸方向に
複数配置することは極めて有効となる。
【００７６】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、その長寿命化を達
成させることができるようになる。また、本発明による
液晶表示装置によれば、いわゆる額縁と称される領域
（液晶表示装置の外枠の外周と表示領域の外周との間の
領域）を狭くできるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等
価回路図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す分
解斜視図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の画素の一実施例を
示す平面図である。
【図４】本発明による液晶表示装置のバックライトの一
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実施例を示す分解斜視図である。
【図５】本発明による液晶表示装置のバックライトに組
み込まれる光源の一実施例を示す斜視図である。
【図６】本発明による液晶表示装置の光源を構成する放
電管の断面を示す図である。
【図７】本発明による液晶表示装置の光源の輝度分布を
示す図である。
【図８】本発明による液晶表示装置のバックライトの一
実施例を示す平面図および断面図である。
【図９】本発明による液晶表示装置のバックライトの平
均輝度を電源の周波数との関係で示した図である。
【図１０】本発明による液晶表示装置の樹脂枠体の一実
施例を示す斜視図である。
【図１１】本発明による液晶表示装置の樹脂枠体の裏面
に配置された高周波電源基板の一実施例を示す説明図で
ある。
【図１２】本発明による液晶表示装置の組立体の構成を
示す５面図である。
【図１３】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示
す断面図である。
【図１４】本発明による液晶表示装置の光源の他の実施
例を示す説明図である。
【図１５】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図１６】図１５に示した実施例の効果を示す説明図で
ある。
【図１７】放電管の電極の長さを長くすることによる効
果を示すグラフである。
【図１８】放電管の電極の長さを長くすることによる効
果を示すグラフである。
【図１９】放電管の放電の際の等価回路を示す図であ
る。
【図２０】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２１】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２２】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２３】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２４】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２５】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２６】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２７】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図２８】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
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【図２９】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３０】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３１】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３２】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３３】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３４】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットに具備される放電管の他の実施例を示す構成図で
ある。
【図３５】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３６】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。 *
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*【図３７】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３８】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【図３９】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットに具備される放電管の他の実施例を示す構成図で
ある。
【図４０】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットに具備される放電管の他の実施例を示す構成図で
ある。
【図４１】本発明による液晶表示装置のバックライトユ
ニットの他の実施例を示す構成図である。
【符号の説明】
３５…光源、３５ａ…放電管、３５ｑ…蛍光体層、３５
ｃ…高圧側電極、３５ｄ…接地側電極、３６…反射板、
３００…バックライト、３５ｄ（１），３５ｄ（３）…
電極（放電管の両端に位置づけられる電極）。

【図１】 【図３】

【図１９】
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